
▼
日　
時　
８
月
17
日
㈮
、９
月
７
日
㈮

　
午
前
９
時
〜
正
午

▼
会　
場　
ゆ
め
プ
ラ
ザ
・
那
須

▼
内　
容　
行
政
上
の
困
り
ご
と

▼
応
対
者　
平
山
英
夫
行
政
相
談
委
員

▼
問
合
せ
（
自
宅
）☎
72
５
２
３
４

▼
日　
時　
８
月
20
日
㈪
午
前
10
時
〜

　
午
後
３
時

▼
会　
場　
ゆ
め
プ
ラ
ザ
・
那
須

▼
内　
容　
身
の
回
り
の
心
配
ご
と

▼
応
対
者　
民
生
委
員　
３
名

▼
問
合
せ　
那
須
町
社
会
福
祉
協
議

　
会　
☎
72
５
１
３
３

▼
日　
時　
８
月
23
日
㈭
、９
月
４
日
㈫

　
午
後
１
時
30
分
〜
３
時
30
分

▼
会　
場　
不
動
産
会
館
県
北
支
部

▼
内　
容　
不
動
産
取
引
な
ど

▼
応
対
者　
相
談
員　
２
名

▼
問
合
せ　
宅
建
協
会
県
北
支
部
（
那

　
須
塩
原
市
）☎
62
６
６
７
７

▼
日　
時　
８
月
24
日
㈮
午
前
10
時

　
〜
11
時
20
分
、
午
後
１
時
〜
２
時
20

　
分

▼
会　
場　
那
須
塩
原
市
役
所

▼
内　
容　
交
通
事
故
な
ど

▼
応
対
者　
交
通
事
故
相
談
員　
１
名

▼
予
約
方
法　
３
日
前
ま
で
に
電
話

　
で
予
約
し
、
予
約
が
な
い
場
合
、
巡

　
回
相
談
は
実
施
し
ま
せ
ん
。

▼
申
込
み
・
問
合
せ　
県
民
プ
ラ
ザ

　
☎
０
２
８-

６
２
３-

２
１
８
８

▼
日　
時　
８
月
27
日
㈪
午
前
９
時
30

　
分
〜
正
午

▼
会　
場　
ゆ
め
プ
ラ
ザ
・
那
須

▼
内　
容　
人
権
に
関
す
る
相
談
（
職

　
場
で
の
パ
ワ
ハ
ラ
、
学
校
で
の
い
じ

　
め
、
言
葉
の
暴
力
な
ど
）

▼
応
対
者　
人
権
擁
護
委
員　
２
名

▼
問
合
せ　
保
健
福
祉
課
福
祉
係　

　
☎
72
６
９
１
７

▼
日　
時　
９
月
９
日
㈰
午
後
１
時
〜

　
４
時
（
１
人
20
分
間
）

▼
会　
場　
ゆ
め
プ
ラ
ザ
・
那
須

▼
内　
容　
法
律
上
の
困
り
ご
と

▼
応
対
者　
弁
護
士　
１
名

▼
定　
員　
８
名
（
要
予
約
）

▼
予
約
方
法　
８
月
27
日
㈪
か
ら
電
話

　
で
予
約
受
付
を
開
始
し
、定
員
に
な

　
り
次
第
締
め
切
り
ま
す
。（
土
日
祝

　
日
は
予
約
で
き
ま
せ
ん
）

▼
申
込
み
・
問
合
せ　
総
務
課
総
務
係

　
☎
72
６
９
１
７

あ
り
ま
せ
ん
。
連
絡
し
て
し
ま
う
と
個

人
情
報
が
知
ら
れ
、
そ
の
情
報
を
元
に

さ
ら
に
金
銭
を
要
求
さ
れ
る
可
能
性
が

あ
り
ま
す
。
未
納
料
金
を
請
求
さ
れ
て

も
心
当
た
り
が
な
け
れ
ば
決
し
て
相
手

に
連
絡
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

　

不
安
に
思
っ
た
ら
、
す
ぐ
に
消
費
生

活
セ
ン
タ
ー
等
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

困
っ
た
と
き
は
一
人
で
悩
ま
ず
相
談

し
ま
し
ょ
う
。

▼
問
合
せ　

○
那
須
町
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー　

　

☎
72
６
９
３
７

○
栃
木
県
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
２
８-

６
２
５-

２
２
２
７

㉘

 

架
空
請
求
　

心
当
た
り
の
な
い
請
求
は
無
視
！

悪質商法や多重債務などの消費生活に関する相談は、
　　 「那須町消費生活センター」へ！
■開所日　月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）
■時　間　午前 9時～正午、午後 1時～ 4時
■場　所　那須町役場内 1階東側
■電　話　０２８７ -７２ - ６９３７

土日など役場がお休みの時にも、相談可能な窓口へ
おつなぎします。（年末年始を除く）

「消費者ホットライン」３桁の電話番号１８８番へ

無 料 相 談 会

行
政
相
談

心
配
ご
と
相
談

人
権
相
談

不
動
産
相
談

弁
護
士
に
よ
る
法
律
相
談

交
通
事
故
巡
回
相
談

　
事 

例
１

　
「
消
費
料
金
に
関
す
る
訴
訟
最
終
告

知
の
お
知
ら
せ
」
と
書
か
れ
た
ハ
ガ
キ

が
届
き
、
電
話
を
し
た
ら
、
弁
護
士
を

名
乗
る
者
を
紹
介
さ
れ
、
指
示
に
従
い

コ
ン
ビ
ニ
で
支
払
い
番
号
を
伝
え
て
取

り
下
げ
料
10
万
円
を
支
払
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
60
歳
代　

女
性
）

　
事 

例
２

　

大
手
通
販
会
社
の
名
前
で
Ｓ
Ｍ
Ｓ
が

届
き
、
身
に
覚
え
が
な
か
っ
た
が
、
連

絡
し
な
い
と
法
的
措
置
を
取
る
と
あ
っ

た
の
で
電
話
を
し
た
ら
、
未
納
サ
イ
ト

料
金
を
請
求
さ
れ
た
。
19
万
円
、
さ
ら

に
50
万
円
分
の
プ
リ
ペ
イ
ド
カ
ー
ド
を

購
入
し
、
番
号
を
伝
え
て
支
払
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
60
歳
代　

男
性
）

　

 

ひ
と
こ
と
助
言 

　

架
空
請
求
の
請
求
手
段
は
、
電
話
、

ハ
ガ
キ
、
メ
ー
ル
、Ｓ
Ｍ
Ｓ（
シ
ョ
ー

ト
メ
ッ
セ
ー
ジ
サ
ー
ビ
ス
）
な
ど
さ
ま

ざ
ま
で
す
。

　

実
在
の
事
業
者
名
を
か
た
っ
て
本
物

と
思
わ
せ
た
り
、
法
的
措
置
を
取
る
な

ど
と
記
載
を
し
た
り
、
消
費
者
の
不
安

を
あ
お
る
ケ
ー
ス
も
見
ら
れ
ま
す
。

　

架
空
請
求
は
消
費
者
の
情
報
を
完
全

に
特
定
し
て
送
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は

八溝山周辺地域定住自立圏 広域無料法律相談
■日　時　９月１３日（木）午後１時３０分～４時３０分（１人２０分間）
■会　場　トコトコ大田原　　■内　容　法律上の困りごと
■応対者　弁護士２名　　　　■定　員　１８名（定員になり次第締切り）
■予約方法　９月６日（木）から１２日（水）までの期間に、電話で予
　　　　　　約してください。
■申込み・問合せ　大田原市総務課　☎０２８７‐２３‐１１１１


